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１．はじめに 

 特許庁の審査基準で使われている語法にしたがい、本稿では「発明の実施にソフトウェ

アを必要とする発明」を「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」又は単に「ソフトウェ

ア関連発明」という。そのような発明に関連する技術を「ソフトウェア関連技術」と呼ぶ

ことにする。ただし、「ソフトウェア関連技術」の語は、ここでは、コンピュータ分野の技

術だけでなく、金融・保険など純粋にビジネス分野の知識も含む語として使われる。 

 本稿の主な目的は、特許庁がソフトウェア関連技術の非特許文献を蓄積したデータベー

ス、いわゆる「コンピュータ・ソフトウェア・データベース」（CSDB）について報告す

ることにある。 

 本稿では最初に、ソフトウェア関連発明に関する出願の審査基準について簡単に要約す

る。最近の出願動向についても概観する。その上で、特許庁が CSDB を整備した背景や

審査における利用の現状について報告し、CSDB の外部公開や複製物の提供の可能性につ

いて検討する。最後に、参考までに、ソフトウェア関連発明に関する次期特許法改正法案

に言及することとする。 

なお、本稿で意見にわたる部分は、討議のために提起した発表者個人の意見又は解釈で

あって、必ずしも特許庁その他官庁の見解ではないことをあらかじめお断りしておく。 

 

２．審査基準と出願動向 

（１）ソフトウェア関連発明の審査基準 

 ソフトウェア関連発明に関する出願のクレームに記載された発明が特許法上の発明の定

義（特許法２条「自然法則を利用した技術的思想の創作」）に該当するか否かの判断基準は、

「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか」

である。この基準を満たす発明については、物であれ、方法であれ、特許法上の発明であ

るとされる。また、その基準を満たすことを前提に、クレームの末尾が「プログラムを記

録した記録媒体」あるいは「（記録媒体に記録されていない）プログラム」の形式で記載さ

れている場合であっても、現行の運用では、物の発明として適法な記載として扱われてい

る。 

 進歩性の判断については、原則として一般的な判断基準が適用される。すなわち、クレー

ムに記載された発明全体の構成が、その出願時点における公知の技術等（公知のコンピュー

タ利用手法、ビジネス方法などを含む）に基づいて当業者が容易に想到し得た程度のもの

であるかどうかを基準として進歩性の判断が行われる。 

 ソフトウェア分野ではコンピュータの機能的万能性のために、たとえば、ある目的のた

めの手法と他の異なる目的のための手法を組み合わせることは、その組み合わせに技術的

な困難性（技術的な阻害要因）がない場合は、特段の事情がない限り、進歩性は否定され

るという運用が行われている。 
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（２）ソフトウェア関連発明の出願動向 

 昨年（平成 12 年）の特許出願の総件数は、全分野合計で約 44 万件である。特許公開

公報（出願後 18 か月で公開）の総件数は昨年で約 36 万件で、そのうち、国際特許分類

（IPC）で G06F（コンピュータ分野）の分類が付与された公開公報は 2.3 万件（全体の

6%）である。更にそのうち、G06F17/60（ビジネス分野1）が付与された公開公報の

件数は約 2,300 件である。この数字は全体のわずか 0.6%を占めるにすぎない。 

 しかし、ビジネス分野（G06F17/60）の出願の伸び率は著しく、昨年の出願件数（そ

の多くは未公開）は推定で約２万件で、これは対前年比 4 倍の増加にあたる。こうしたビ

ジネス分野の出願増に対処するために、特許庁では本年 4 月に「電子商取引審査室」を設

置するなどして審査体制の強化に努めているところである。 

 

３．CSDB の整備と利用の現状 

（１）引用文献の種別割合とその変化 

 審査に必要な公知文献は、特許文献と非特許文献に分けることができる。ソフトウェア

関連発明の出願の審査では、非特許文献の検索がとくに重要である。 

 昨年、特許庁の審査官が起案した拒絶理由通知書に引用された公知文献の総数（１つの

拒絶理由に複数の文献が引用された場合は、その複数をカウント）は約 54 万件である。

その内わけは、①国内特許文献 93%、②外国特許文献 2%、③非特許文献５％である。

非特許文献の引用割合は 1991 年で２％であったので、この 10 年間で同割合は 2.5 倍

に拡大したということができる。 

 同様の計算をコンピュータ分野(06F)についてしてみると、昨年の拒絶理由における非

特許文献の引用割合は 11%で、これは 1991 年の 6%に比べてほぼ倍増。ビジネス分野

(G06F17/60)では、昨年で 19%という高い割合に達している。 

 

表１ 起案年別の非特許文献引用割合 

 全分野 コンピュータ分野 G06F ビジネス分野 G06F17/60 

1991 年 2% 6%  

1992 年 3% 6%  

1993 年 4% 8%  

1994 年 4% 7%  

1995 年 5% 9%  

1996 年 4% 8% 7% 

1997 年 3% 6% 7% 

1998 年 3% 6% 8% 

1999 年 4% 11% 17% 

2000 年 5% 11% 19% 

注意：数値（%）は、１年間の全起案に引用された全引用文献の総数に占める非特許文献数の割合 

 

 この統計からわかるように、審査において引用される公知文献の大半は特許文献（とく

に国内特許文献）であるが、非特許文献の引用割合は年々増加しており、とくにコンピュー

タ分野、なかでもビジネス分野での非特許文献の割合が高い。 

                                                   
1 G06F17/60 に分類される発明は、正確には、「管理目的、業務目的、経営目的又は予測目的に特に適合したデジタル

計算又はデータ処理の装置又は方法」。本稿ではこれを単に「ビジネス分野」と呼んでいる。ビジネス方法関連発明の多

くにはこの分類が付与されているものと思われるが、他方でビジネス方法関連発明以外のもの（たとえば、機器）にもこ

の分類が付与されている可能性があることに注意。 
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（２）CSDB の必要性  

 特許文献の検索のために、特許庁は庁内に電子サーチファイルを備え、Ｆターム検索シ

ステムを構築している。 

 非特許文献については、審査官が民間のデータベース（たとえば、JOIS、CAS、

ProQuest）を利用することができる環境が整備されているが、とくにソフトウェア関連

技術に関する日本語の非特許文献については、特許庁が SOFTIC の協力を得て、独自に文

献を収集し、電子化し、庁内利用のために独自のデータベース(CSDB)を構築している。 

 特許庁が CSDB の整備に着手したのは平成９年（1997 年）である。そのプロジェク

トの開始にはいくつかの理由があった。第１に、社会の情報化にともない、ソフトウェア

関連発明に関する出願が増加したこと。第２に、プログラムのマニュアルなど、この分野

の先行技術文献は一般に入手が難しいこと。第 3 に、この分野では技術革新が早く、出願

の 18 か月後以降に公知文献になる特許文献の調査だけでは十分ではないこと（時間的問

題）。第 4 に、この分野の発明は、必ずしも特許出願が多くない分野の知識（たとえば、

金融、保険、商業）とも関連しているために、特許文献の調査だけでは十分でないこと（領

域的問題）。 

 

（３）CSDB に蓄積されている文献 

 CSDB に蓄積されている非特許文献の総数は本年 10 月末時点で約 13 万件である。そ

の内訳は以下のとおりである。非技術雑誌（約 100 冊）はとくにビジネス方法関連発明

の出願の審査のために昨年度から論文抽出とその蓄積を開始したところである。   

 

表２ CSDB の蓄積文献とその蓄積状況 

種別 蓄積状況（本年 10 月末） 蓄積状況（昨年３月末） 件数の単位 

①マニュアル    14,371  8,845 冊数 

②企業技報     8,524  5,283 論文数 

③学術論文   43,220 24,119 論文数 

④学会予稿集       100      82 冊数 

⑤技術雑誌   60,175 41,290 論文数 

⑥非技術雑誌    5,646       0 論文数 

⑦単行本    2,658    845 冊数 

⑧団体機関誌       112       0 論文数 

総合計 134,824 80,464  

 

（４）CSDB 作成のフロー 

 蓄積する必要がある非特許文献の選定は、事務局の準備作業をベースにして CSDB 検

討委員会で行われる。この委員会は庁内外の有識者からなる。選定された文献について、

書籍番号、タイトル、著者、発行者その他の項目を含む「解析マスター」が作成される。 

 選定された文献はそのままイメージ情報の形で電子化される。同時に、光学的文字読取

装置（OCR）を通じてテキストデータにも変換される。後者のデータは文字検索（テキス

トサーチ）のためである。 

 単行本など「丸ごと」１冊単位で電子化するものは別として、論文単位の抽出と電子化

を行う学会論文誌等については、SOFTIC の内部調査員（７名）がその抽出を行い、外部

の解析協力員（約 160 名）が解析を行い、その内容に応じて二次文献情報が作成される。

二次文献情報には、①CS タームと呼ばれる 10 観点・254 種の分類記号、②フリーワー



 4

ド、③抄録、④書誌事項が含まれる。単行本などについては１冊単位で二次文献情報が作

成される。 

 こうして作成された二次文献情報（テキストデータ）は、電子化された一次文献情報（イ

メージデータ、検索用テキストデータ）とともに、特許庁の CSDB システムに追加的に

蓄積される。 

   

４．CSDB と著作権問題 

（１）行政目的の内部資料 

 わが国著作権法 42 条は、「著作物は裁判手続のために必要と認められる場合及び立法

又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められ

る限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその

複製の部数及び態様に照らし著作者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りで

ない。」としている。 

 特許庁は CSDB の利用が審査官によるサーチのために使われる場合は「行政目的に必

要な内部資料」に当たると解釈しており2、「著作者の利益を不当に害する」こともしてい

ない（たとえば、図書は購入）ので、著作権法上の問題があるとは考えていない。 

 しかし、CSDB の外部公開等については、いくつかの問題がある。この問題を「CSDB

のオンライン公開」と、「拒絶理由に引用された文献の複製物の提供」の２つに分けて以下

に検討してみよう。 

 

（２）CSDB のオンライン公開 

 第１に、CSDB を全面的にオンラインで外部公開すること（たとえば、特許庁のホーム

ページの「電子図書館」（IPDL）へアップロードすること）は、著作権法 42 条の例外規

定にあたらない。言葉を変えれば、著作権法 49 条の「目的外使用」に該当し、複製の時

点に遡って侵害となる。したがって、CSDB のオンライン公開を可能にするには、著作権

法を改正しなくてはならない。しかし、そのような改正は著作権者の送信可能化権も制限

することにもつながるので、不可能ではないにしても容易ではない。 

 第２に、著作者の承諾があれば、CSDB の外部公開は可能である。しかし、CSDB に

蓄積されたすべての文献について、特許庁が外部公開の承認を求めて著作権者と交渉をす

ることは、数が多すぎて実務的に困難である。 

 今後の現実的な方策としては、①特許庁がマニュアル等の文献提供を受ける際に著作権

者から外部公開についての承認を得たものに限って公開するか、あるいは、②特許庁が独

自に作成した二次文献情報を（著作権を侵害しない範囲で）外部に公開するかであろう。

二次文献情報にはフリーワードや書誌的事項などがテキストデータとして含まれているの

で、それなりの有用性はあると思われる。しかし、抄録については、著作権侵害となる可

能性もあるので、相当の注意を要する。 

 前述した CSDB の全面的なオンライン公開のための著作権法改正については、中長期

的な視野での検討が必要である。具体的改正案については、関連省庁や利害関係人とも慎

重な協議を行う必要があるが、私見では、１つの可能性として、著作権法 42 条のもとで

                                                   
2 著作権法 42 条の「裁判手続」には「行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続」も含まれる（40 条 1 項括弧書）の

で、仮に特許庁の審査・審判手続を「裁判に準ずる手続」と解釈することができれば、「内部資料」の制約はなくなるが、

「審判」はともかく、「審査」を「裁判に準ずる手続」と見なすことにはやや無理のあるところかと思われる。結局のと

ころ、現在の特許庁の解釈のように、「行政目的の内部資料」と整理するのが妥当なところであろう。 
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構築された内部用のデータベースについては、特許庁の出願審査処理の迅速化・審査請求

の出願人による厳選の促進等行政目的の遂行のために必要な限りにおいて、複製権・送信

可能化権等を侵害しないものとする旨の規定を新たに設けることではないか。それでは例

外の範囲が広すぎると考えられる場合は、庁内の又は庁の管理下にある検索端末に限定し

て外部ユーザーの利用に供するとするのも１つの案であるかもしれない。 

 いずれにしても、このような改正は容易ではないと思われるし、また、出願人の CSDB

に対するニーズの重点がむしろ、拒絶理由で引用されている文献の複製物の入手にあるこ

とを踏まえて、次に、この点について検討してみよう。 

 

（３）拒絶理由に引用された複製物の提供  

 CSDB に蓄積されている文献だけに限られた要求ではないが、拒絶理由に引用された文

献の複製物の提供を特許庁に求める声がある。出願人にとっても入手が困難な場合（たと

えば、絶版）があるからである。 

 この要求に応える１つのアプローチは、著作権法 31 条の図書館条項の適用である。同

条は「図書館は利用者の求めに応じて複製物を提供する」ことを一定の条件で認めている。

図書を所蔵している独立行政法人工業所有権情報館（情報館）あるいは地方閲覧室（地閲）

が一定の条件を満たした上で、著作権法上の「図書館」の指定（著作権法施行令 1 条の 3

第 1 項 6 号に基づく文化庁長官の指定）を受ければ、出願人がそこで図書を複製すること

が許される。「丸ごと１冊」の複製が許される場合もある。 

 もっとも、31 条に基づく複製は「図書館利用者の『調査研究』の用に供する場合」に

限定されている。出願人が拒絶理由に応答するために行う複製が「調査研究」の用である

かどうか、注意を要するところではある。 

 いずれにしても、拒絶理由の通知とともに非特許文献の複製物を特許庁の側が一方的に

サービスとして送付することは、「図書館」条項の適用では不十分である。出願人が「調査

研究」を目的として情報館あるいは地閲に来なくてはならないからである。 

 送信サービスを法的に可能にするのは、著作権法 32 条の「引用」3の適用である。審査

官が拒絶理由通知書を起案するにあたり、その中で拒絶理由を説明しつつ、当該理由の根

拠となる文献の該当個所を「引用して利用すること」（複製、送信など）は許されることと

思われる。ただし、拒絶理由通知書の「添付資料」などの名目で、図書を「丸ごと１冊」

複製して送信することは許されない。引用の範囲は拒絶理由通知書に対して「従」の関係

でなくてはならない。 

ところで、著作権法 42 条の２（本年 4 月施行）の規定により、情報公開法 14 条 1 項

又は情報公開条例の定める手続にしたがって政府が公衆に著作物を提供する場合は著作権

の侵害にあたらないとされているが、出願人が引用文献の複製物を特許庁に求めるにあた

り、情報公開法によることとするのは法の理念又は実務からしても、妥当なアプローチと

は思われない。 

 

５．次期法改正 

 産業構造審議会審議会知的財産部会法制小委員会は、本年 10 月、以下のような改正案

を含む報告書の草案を公表した。 

                                                   
3 斉斉・『著作権法』（有斉斉、2000 年）234 頁は、著作権法 32 条の引用について、「引用とは、自らの著作物等の

中に、他人の著作物等の一部又は全部を、前者が主、後者が従の関係で、はめ込み利用することである」とする。 
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 第１に、発明の実施の定義の見直し。現行法では物（有体物）に係る発明を前提にして

発明の実施が「生産」「譲渡」等と定義されているところ、ネットワークを通じたソフトウェ

アの送信行為等にも特許権が及びうることを明確にすることを提言した。 

 第２に、同じく有体物を前提にした間接侵害の規定をソフトウェアの開発流通の実態に

呼応した法規定に改めることを提言した。 

第 3 に、出願人が有する先行技術調査の結果を出願の中に開示することを出願人に義務

付けることを提言した。 

 第１及び第２の改正点が審査実務あるいは CSDB の利用のあり方などに直接影響を及

ぼすことは少ないかと思われるが、そのような法改正が実現すれば、ソフトウェア関連発

明の特許がより十全に保護されることにより、従来に比べて多数の出願がより広範な分野

から出願される傾向が続くことが予想されるので、今後とも、CSDB の拡充も含めて、非

特許文献を検索する環境の充実が一層望まれることになろう。 

 第 3 の改正点は効率的かつ的確な審査に資するものと期待されるが、同時に、出願人の

義務を強化することとのバランスも考慮し、出願人の非特許文献へのアクセス又は利用に

ついて、著作権法上の適切な措置を講ずることが特許庁にも要請されることになろう。 

  

  


